
新しい規制のイメージ（既存の共済事業者への経過措置） 
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不特定 

(保険会社)

 

・任意団体が多数。移行期間中に相互会社又は株
式会社を設立し、少額短期保障事業者又は保険
会社の申請。既に法人形態で事業を行っている
者についてはその後も特別の経過措置。 

法施行

新たな規制の枠組みの下で更なる実態把握を行い、少額短期

保障事業者の業務範囲や事業実施主体の見直し、保険会社規

制の見直し、その他別途の法整備の要否等、保険業法の適用

のあり方について幅広く検討し、必要な措置を講ずる。 

          （施行後５年を目途）        

 

適用除外：

制度共済

既
存
の
共
済
事
業
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(注)既存の共済事業者は、現行法の下で「特定の者を相手方」として保険の引受けを行っている事業者に限る。

②少額短期保障事業者 
原則、当局の監督が及ぶ保険会社等に再保険等を行い、リ 
スク保有が限定される場合は、少額保障を超える保障も可 

（５年程度の時限措置） 
 

③保険会社 

・行為規制(罰則付き)を速やかに適用 
・募集に問題あれば監督上の処分 

・届出（一定の届出期間）

・募集規制 

・検査、監督 
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